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神戸市建設局公園砂防部管理課 松岡、森本 

【新神戸ロープウェーの改修・運営事業（ＰＦＩ事業）について】 
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財団法人神戸市都市整備公社ロープウェー事業部 山本、茂村【乗車券の払戻しについて】 

TEL：078-251-8307  

URL：http://kobe-rope.jp/ 

E-mail:info_rope@kobe-toshi-seibi.or.jp 

神戸リゾートサービス株式会社業務課 新村【事業譲渡後の公社発行乗車券の使用について】 

TEL：078-271-1124 

URL：http://www.shinkoberopeway.com/ 

E-mail:gyoumu@shinkoberopeway.com 

 

新神戸ロープウェーの事業譲渡と 

事業譲渡後の既発行乗車券の取扱いについて 
 

１．新神戸ロープウェーの事業譲渡 

新神戸ロープウェーの改修・運営事業（ＰＦＩ事業）実施に伴い、平成 22 年 4 月 1 日に   

新神戸ロープウェー事業を財団法人神戸市都市整備公社から神戸リゾートサービス株式 

会社に譲渡し、同日から神戸リゾートサービス社が新神戸ロープウェーの運行を行います。 

  事業譲渡後の新神戸ロープウェーの運行は、次のとおり（予定）となります。 

  平成22年 4月 1日～平成22年 10月 31日  現行の施設による運行 

  平成22年 11月 1日～平成23年 3月 31日   改修工事により運行休止 

  平成23年 4月 1日～                   改修後の施設によるリニューアルオー 

プン・運行 

  運行の詳細は別紙の①のとおりです。 

 

２．神戸市都市整備公社が発行した新神戸ロープウェー乗車券の取扱い 

事業譲渡後も平成22年10月31日まで、お手持ちの乗車券がそのままご使用いただけます。

また、有料で販売した乗車券の払戻しについては、平成 22 年 11 月 1 日まで、神戸市都市   

整備公社ロープウェー事業部（神戸商工貿易センタービル3階）で行います。 

詳細は別紙の②のとおりです。 
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別 紙 

①事業譲渡後の新神戸ロープウェーの運行（予定） 

期間（予定） 新神戸ロープウェーの運行 

平成22年 

4月 1日（木）～ 

10月 31日（日） 

・現行のロープウェー施設で運行します。 

・営業時間・料金は、現行の神戸市都市整備公社のものと同じです。 

平成22年 

11 月 1 日（月）～

平成23年 

3月 31日（木） 

・ロープウェー施設の現地改修工事実施に伴い、運行は休止します。

・運行休止期間は、布引ハーブ園も休園します。 

 

※なお、現在、工事の詳細設計中であり、工事期間は変更となる場合

があります。 

平成23年 

4月 1日（金）～ 

・改修後の新しいロープウェー施設で運行します。 

・営業時間・料金は、現行の神戸市都市整備公社のものから変更に

なる可能性がありますが、現時点では未定です。 

 
②神戸市都市整備公社が発行した新神戸ロープウェー乗車券の取扱い 

 期 間 神戸市都市整備公社が発行した乗車券の取扱い 

使用していた

だく場合 

平成22年 

4 月 1 日（木）

～ 

10月 31日（日） 

・お手持ちの乗車券がそのままご使用いただけます。 

払戻し手続き

を行っていた

だく場合 

平成22年 

4 月 1 日（木）

～ 

11月 1日（月） 

（払戻しの受付

は土日祝日を

除きます。） 

・下記のとおり、乗車券の払戻しをします。 

 払戻し対象乗車券：有料で販売し有効期限を記載して

いない乗車券（記念乗車券など） 

 払戻し受付場所：神戸市都市整備公社ロープウェー

事業部（神戸商工貿易センタービル3階） 

 お問い合わせ先：同上 電話 078-251-8307 へお願い

します。 

その他：布引ハーブ園入園券付き乗車券は、乗車券

部分のみ払戻しをします。入園券部分は引き続き

使用できます。 

＜ご注意＞ 

・期間経過後は、乗車券は、ご使用も払戻しもできません。 

 


